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▪
審
査
結
果

議
案
第
２
号
及
び
議
案
第
４
号
、
議
案
第

７
号
及
び
議
案
第
８
号
、
議
案
第
10
号
は
全

て
原
案
可
決
、
議
案
第
６
号
は
可
否
同
数
と

な
り
、
委
員
長
裁
決
に
よ
り
原
案
否
決
。

な
お
、
請
願
第
７
号
に
つ
い
て
は
継
続
審

査
と
な
り
ま
し
た
。

▪
主
な
質
疑

●
議
案
第
２
号

問　

保
育
園
の
認
可
化
移
行
総
合
支
援
事
業

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
認
可
化
意
向
の
希
望

が
あ
っ
た
の
か
、
市
か
ら
の
要
望
に
よ
る
も

の
な
の
か
。

答　

１
施
設
に
つ
い
て
は
認
可
化
の
意
向
が

あ
り
、
も
う
１
施
設
に
つ
い
て
も
、
新
年
度

で
は
保
育
定
員
の
関
係
か
ら
、
国
の
給
付
金

を
受
け
る
た
め
に
は
認
可
保
育
園
に
移
行
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
運
営
を

維
持
す
る
た
め
に
は
認
可
保
育
園
へ
の
移
行

を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

●
議
案
第
４
号

問　

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
る
課
税

限
度
額
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
も

同
様
に
限
度
額
の
改
正
を
行
っ
て
い
る
が
、

条
例
で
限
度
額
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
改
正
さ
れ
た
限
度
額
に
改
め

な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

答　

原
則
と
し
て
同
施
行
令
の
限
度
額
に
す

る
こ
と
は
決
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

各
国
保
会
計
の
状
況
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
施
行
令
の
改

正
に
伴
い
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
行
い
た
い
。

●
議
案
第
６
号

問　

管
理
監
督
責
任
に
よ
る
給
料
の
減
額
と

い
う
こ
と
だ
が
、
飲
酒
運
転
事
故
を
起
こ
し

た
職
員
と
部
局
の
違
う
教
育
長
に
も
責
任
を

負
わ
す
こ
と
は
、
責
任
の
所
在
が
不
明
確
に

な
ら
な
い
か
。
ま
た
、
教
育
長
も
連
帯
責
任

と
い
う
こ
と
だ
が
、
市
長
の
要
請
に
よ
る
も

の
な
の
か
。

答　

教
育
委
員
会
部
局
の
職
員
に
よ
る
飲
酒

運
転
事
故
で
は
な
い
が
、
市
職
員
全
体
の
問

題
と
し
て
、
示
達
、
研
修
を
行
っ
た
に
も
か

▪
審
査
結
果

　

議
案
第
５
号
は
原
案
可
決
、
請
願
第
４
号

か
ら
請
願
第
６
号
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
採

択
。

　

な
お
、
請
願
第
１
号
は
継
続
審
査
と
な
り

ま
し
た
。

▪
主
な
質
疑

●
議
案
第
５
号

問　

過
去
に
教
育
委
員
の
定
数
を
５
名
か
ら

６
名
に
増
や
し
た
経
緯
は
、
ま
た
現
在
の
保

護
者
代
表
の
委
員
は
保
護
者
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
の
か
。

答　

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
保
護
者
を
含
め

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
保

護
者
の
委
員
を
含
め
る
た
め
1
名
増
員
の
定

数
条
例
を
制
定
し
た
。
ま
た
、
現
行
の
制
度

で
は
、
保
護
者
代
表
の
要
件
と
し
て
、
未
成

年
の
保
護
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
要
件
を
満
た

し
て
い
る
。

問　

女
性
の
保
護
者
と
限
定
し
た
方
を
新
た

に
委
員
に
選
ぶ
べ
き
と
考
え
る
が
、
候
補
と

▪
審
査
結
果

　

議
案
第
３
号
及
び
議
案
第
９
号
は
す
べ
て

原
案
可
決
。

　

な
お
、
請
願
第
２
号
及
び
請
願
第
３
号
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。

▪
主
な
質
疑

●
議
案
第
３
号

問　

大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業
の
今
後

の
整
備
計
画
は
。

答　

移
転
補
償
に
伴
う
建
物
の
撤
去
が
８
月

末
の
完
了
を
予
定
し
て
お
り
、
区
画
道
路
築

造
や
電
線
共
同
溝
布
設
、
宅
地
造
成
工
事
の

執
行
準
備
を
８
月
か
ら
進
め
、
９
月
以
降
の

か
わ
ら
ず
、
２
回
目
の
飲
酒
運
転
事
故
が
起

き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
三
役
で
協
議
し
た
中

で
、
教
育
長
自
ら
も
決
意
し
、
三
役
の
申
し

出
に
よ
り
議
案
と
し
て
上
程
し
た
。

●
議
案
第
７
号

問　

議
案
第
10
号
と
同
じ
よ
う
な
工
事
だ
が
、

応
札
者
の
数
に
違
い
が
あ
る
が
、
特
別
な
事

情
が
あ
る
の
か
。

答　

議
案
第
７
号
の
白
里
小
学
校
屋
内
運
動

場
に
つ
い
て
は
新
築
工
事
と
な
る
が
、
議
案

第
10
号
の
白
里
中
学
校
管
理
棟
耐
震
改
修
工

事
に
つ
い
て
は
既
存
建
物
の
改
修
工
事
で
あ

り
、
４
階
部
分
の
撤
去
も
行
う
難
し
い
工
事

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
応
札
者
が
少
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

●
議
案
第
８
号

問　

高
齢
者
の
利
用
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が
、

高
齢
者
に
配
慮
し
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
の

か
。

答　

高
齢
者
の
方
で
も
車
内
の
移
動
が
ス

ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
、
段
差
の
な
い
フ
ル

フ
ラ
ッ
ト
フ
ロ
ア
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

安
全
性
の
面
か
ら
、
バ
ッ
ク
モ
ニ
タ
ー
や
車

線
逸
脱
防
止
及
び
衝
突
防
止
の
警
報
装
置
を

備
え
て
い
る
。

●
議
案
第
10
号

問　

千
葉
県
発
注
事
業
に
お
け
る
談
合
事
件

に
よ
る
指
名
停
止
措
置
の
影
響
に
よ
り
、
入

札
が
不
調
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
域
要
件

を
全
国
に
緩
和
し
た
が
い
つ
ま
で
に
登
録
す

れ
ば
、
４
月
の
入
札
に
参
加
で
き
た
の
か
。

答　

昨
年
度
中
に
登
録
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
る
方
が
見
つ
か
る
ま
で
欠
員
の
ま
ま
で
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

答　

長
期
間
の
欠
員
が
生
じ
る
こ
と
は
好
ま

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。

●
請
願
第
４
号

　
「
国
に
お
け
る
平
成
27
（
２
０
１
５
）
年

度
教
育
予
算
拡
充
に
関
す
る
意
見
書
」
採
択

に
関
す
る
請
願

審
査
結
果　

採
択

●
請
願
第
５
号

　
「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に

関
す
る
意
見
書
」
採
択
に
関
す
る
請
願

審
査
結
果　

採
択

主
な
意
見

　
「
請
願
を
推
進
し
た
い
」
と
い
う
意
見
や

「
請
願
内
容
に
つ
い
て
反
対
す
る
理
由
が
な

い
」
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

●
請
願
第
６
号

　

手
話
言
語
法
制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
を
求
め
る
請
願　

審
査
結
果　

採
択

工
事
着
手
を
予
定
し
て
い
る
。

問　

建
物
等
移
転
補
償
費
を
減
額
す
る
こ
と

に
よ
り
、
移
転
補
償
対
象
物
件
の
工
事
完
了

後
の
支
払
い
に
支
障
は
な
い
の
か
。

答　

平
成
26
年
度
の
移
転
を
見
込
ん
で
予
算

を
計
上
し
て
い
た
が
、
平
成
25
年
度
中
に
当

該
物
件
の
地
権
者
と
交
渉
が
成
立
で
き
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
25
年
度
の
予
算
に
お
い
て

対
応
し
た
。

●
議
案
第
９
号

問　

字
の
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

住
民
へ
の
説
明
は
行
っ
た
か
。

答　

字
界
、
ま
た
は
字
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

県
営
事
業
の
た
め
、
県
と
地
元
換
地
委
員
で

去
る
６
月
13
日
に
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た

議
案
６
件
、
請
願
１
件
に
つ
い
て
、
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

去
る
６
月
16
日
に
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
１
件
、
請
願

４
件
に
つ
い
て
、
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

去
る
６
月
17
日
に
産
業
建
設
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
２
件
、
請
願

２
件
に
つ
い
て
、
慎
重
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委員会付託内容・審査報告 ※議案名などは、採決結果一覧
（６ページ）を参照ください。

次
の
と
お
り
議
員
発
議
に
よ
る
提
案
が

さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。

○
発
議
案
第
１
号　

労
働
者
保
護
ル
ー
ル

改
正
反
対
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に

つ
い
て

○
発
議
案
第
２
号　

国
に
お
け
る
平
成
27

年
度
教
育
予
算
拡
充
に
関
す
る
意
見
書

の
提
出
に
つ
い
て

○
発
議
案
第
３
号　

義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

○
発
議
案
第
４
号　
「
手
話
言
語
法
（
仮

称
）」
の
早
期
制
定
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
に
つ
い
て

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長
　
北

田

宏

彦

副
委
員
長
　
山

田

繁

子

委
　
　
員
　
田

辺

正

弘

委
　
　
員
　
堀
　
本
　
孝
　
雄

委
　
　
員
　
黒

須

俊

隆

委
　
　
員
　
上

家

初

枝

委
　
　
員
　
倉

持

安

幸

　手続きは簡単です。
　当日、傍聴券に住所・氏名を書いて
いただくだけです。
　またインターネットでも議会中継が
ご覧いただけます。
【傍聴席は30席です】

　次の定例会は、９月３日㈬に開会さ
れる予定です。

議会を傍聴しませんか 次
の
議
員
派
遣
を
決
定
し
ま
し
た
。

○
山
武
郡
市
議
会
議
長
会
主
催
に
よ
る
第

50
回
山
武
郡
市
議
会
議
員
研
修
会

●
目　
　

的　

講
演
会

　
　
　
　
　
　
「
議
会
人
の
危
機
管
理
」

●
派
遣
場
所　

山
武
市

●
期　
　

日　

平
成
26
年
６
月
25
日

●
派
遣
議
員　

小
金
井
勉　

外
11
名

○
山
武
郡
市
議
会
議
長
会
主
催
に
よ
る
視

察
研
修

●
目　
　

的　

先
進
地
事
例
視
察
研
修

●
派
遣
場
所　

福
島
県
い
わ
き
市

●
期　
　

間　

平
成
26
年
７
月
24
日
～
25
日

●
派
遣
議
員　

副
議
長　

宮
間
文
夫

議
員
発
議
の
内
容

議
員
派
遣
の
決
定

主
な
意
見

　
「
手
話
は
言
語
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て

き
て
い
る
」
と
の
意
見
や
「
現
在
は
、
イ
ベ

ン
ト
な
ど
で
も
手
話
に
よ
る
情
報
発
信
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、認
知
さ
れ
て
き
て
い
る
」

と
い
う
意
見
の
ほ
か
、「
手
話
は
意
思
疎
通

に
は
必
要
不
可
欠
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。

　
小
・
中
学
校
及
び
保
育
所
視
察

　

常
任
委
員
会
終
了
後
、
白
里
小
学
校
・
白

里
中
学
校
の
給
食
室
及
び
第
１
・
第
２
保
育

所
の
施
設
の
状
況
を
視
察
し
ま
し
た
。

決
定
さ
れ
た
案
に
な
る
。
ま
た
今
議
会
で
可

決
さ
れ
れ
ば
、
12
月
ま
た
は
１
月
頃
に
地
権

者
、
関
係
者
で
構
成
す
る
権
利
者
会
議
が
開

か
れ
、
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
る
予
定
。

問　

隣
接
す
る
茂
原
市
の
事
業
も
同
様
に
進

め
て
い
る
の
か
。

答　

同
じ
県
営
事
業
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
茂
原
市
も
同
様
に
６
月
議
会
に
議
案
と

し
て
上
程
し
て
い
る
。

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

委
員
長
　
一

色

忠

彦

副
委
員
長
　
前
之
園

孝

光

委
　
　
員
　
小
金
井

　

勉

委
　
　
員
　
石

渡

登
志
男

委
　
　
員
　
佐
久
間

久

良

委
　
　
員
　
岡

田

憲

二
（
欠
席
）

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長
　
大

野

英

雄

副
委
員
長
　
秋

葉

好

美

委
　
　
員
　
宮

間

文

夫

委
　
　
員
　
花

澤

政

広

委
　
　
員
　
加
藤
岡

美
佐
子

委
　
　
員
　
田

中

吉

夫


